
○
消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
（
抄
） 

 
 
 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一
・
二 

省 
略 

 

三 

次
条
か
ら
附
則
第
十
七
条
ま
で
の
規
定 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

  

（
飲
食
料
品
に
含
ま
れ
る
資
産
の
範
囲
） 

第
二
条 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る

資
産
と
す
る
。 

 

一 

食
品
（
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
食
品
以
外
の
資
産
が
一
の
資
産
を
形
成
し
、
又
は
構
成
し
て
い
る
も
の
（
あ

ら
か
じ
め
一
の
資
産
を
形
成
し
、
又
は
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
一
の
資
産
に
係
る

価
格
の
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
体
資
産
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
一
体
資
産
の
譲
渡
の
対
価
の
額
（
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の

額
を
い
う
。
）
が
一
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
一
体
資
産
の
価
額
の
う
ち
に
当
該
一
体
資

産
に
含
ま
れ
る
食
品
に
係
る
部
分
の
価
額
の
占
め
る
割
合
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
計
算
し

た
割
合
が
三
分
の
二
以
上
の
も
の 

 

二 

食
品
と
食
品
以
外
の
資
産
が
一
の
資
産
を
形
成
し
、
又
は
構
成
し
て
い
る
消
費
税
法
第
二
条
第

一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
（
当
該
外
国
貨
物
が
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第

五
十
四
号
）
別
表
の
適
用
上
の
所
属
の
一
の
区
分
に
属
す
る
物
品
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
一
体
貨
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
保
税
地
域
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
保
税
地
域
を
い
う
。
附
則
第
五
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
一

体
貨
物
に
係
る
消
費
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
金
額
が
一
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
一
体
貨

物
の
価
額
の
う
ち
に
当
該
一
体
貨
物
に
含
ま
れ
る
食
品
に
係
る
部
分
の
価
額
の
占
め
る
割
合
と
し

て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
割
合
が
三
分
の
二
以
上
の
も
の 

  

（
飲
食
料
品
の
譲
渡
に
含
ま
れ
な
い
食
事
の
提
供
を
行
う
事
業
の
範
囲
等
） 

第
三
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
食
品
衛

生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店

営
業
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
喫
茶
店
営
業
そ
の
他
の
飲
食
料
品
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
飲

食
料
品
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
そ
の
場
で
飲
食
さ
せ
る
事
業
と
す
る
。 

２ 

改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
施
設
と
し
、
同
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
飲
食
料
品
の
提
供
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
飲
食
料
品
の
提
供
（
財
務
大
臣
の
定
め
る
基
準

に
該
当
す
る
飲
食
料
品
の
提
供
に
限
り
、
消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

一 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
行
わ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
次
号
に
掲
げ
る
施
設
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
、
又
は
運
営
す
る
者
が
、
当
該
有
料
老
人
ホ

ー
ム
の
入
居
者
（
財
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し

て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 



 

二 

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住

宅 

当
該
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
を
設
置
し
、
又
は
運
営
す
る
者
が
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
入
居
者
に
対
し
て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 

 

三 
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸

学
校
の
施
設 

当
該
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者
が
、
そ
の
児
童
又
は
生
徒
の
全
て
に
対
し
て
学

校
給
食
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
給
食
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
行

う
飲
食
料
品
の
提
供 

 

四 

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

五
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
施
設 

当
該
高
等
学
校
の
設
置

者
が
、
当
該
夜
間
課
程
に
お
い
て
行
う
教
育
を
受
け
る
生
徒
の
全
て
に
対
し
て
同
条
に
規
定
す
る

夜
間
学
校
給
食
と
し
て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 

 

五 

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
又
は
高
等
部
の
施
設 

当
該

特
別
支
援
学
校
の
設
置
者
が
、
そ
の
幼
児
又
は
生
徒
の
全
て
に
対
し
て
同
条
に
規
定
す
る
学
校
給

食
と
し
て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 

 

六 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
の
施
設 

当

該
幼
稚
園
の
設
置
者
が
、
そ
の
施
設
で
教
育
を
受
け
る
幼
児
の
全
て
に
対
し
て
学
校
給
食
に
準
じ

て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 

 

七 

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
校
に
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
る
寄
宿
舎 

当
該
寄
宿
舎
の
設
置
者
が
、
当
該
寄
宿
舎
に
寄
宿
す
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
に

対
し
て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供 

  

（
予
約
販
売
等
に
係
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
税
率
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

事
業
者
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
、
二
十
九
年
適
用
日
（
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
適
用
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以
後
に
行
う
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る

課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
い
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
改
正
法
附
則
第
三
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

七
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 （

高
額
特
定
資
産
の
仕
入
れ
等
に
要
し
た
費
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者

が
行
う
高
額
特
定
資
産
（
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
第
十
二
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
高
額
特
定
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
税
仕
入
れ
（
消
費

税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
を
い
う
。
附
則
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第

十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
高
額
特
定
資
産
に
該
当
す
る
課
税

貨
物
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
課
税
貨
物
を
い
う
。
附
則
第
十
四
条
第
四
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費

税
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
中
「
百
十
分
の
百
」

と
あ
る
の
は
「
百
十
分
の
百
（
当
該
課
税
仕
入
れ
が
他
の
者
か
ら
受
け
た
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年



軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
八
分
の
百
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

 
 

 

（
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
の
課
税
標
準
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 
事
業
者
が
二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
に
掲
げ
る

資
産
の
区
分
の
う
ち
異
な
る
二
以
上
の
区
分
の
資
産
を
同
一
の
者
に
対
し
て
同
時
に
譲
渡
し
た
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
産
の
譲
渡
の
対
価
の
額
が
次
に
掲
げ
る
資
産
ご
と
に
合
理
的
に
区
分
さ
れ

て
い
な
い
と
き
は
、
消
費
税
法
施
行
令
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
価
の

額
に
、
こ
れ
ら
の
資
産
の
譲
渡
の
時
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
資
産
の
価
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
第
一
号

に
掲
げ
る
資
産
の
価
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
同
号
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
の

対
価
の
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
資
産
の
譲
渡
の
時
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
資
産
の
価
額
の
合
計
額
の
う
ち

に
第
二
号
に
掲
げ
る
資
産
の
価
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
同
号
に
掲
げ
る
資
産

の
譲
渡
の
対
価
の
額
と
し
て
、
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

一 

課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

係
る
資
産 

 

二 

二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
資
産 

 

三 

課
税
資
産
の
譲
渡
等
以
外
の
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
資
産 

 
 
 （

仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
金
額
に
他
の
者
か
ら
受
け
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
の
消
費
税
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
七
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
費
税
法
第
三
十

二
条
第
一
項
の
事
業
者
が
、
同
項
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
金
額
が
他
の
者
か
ら
受
け
た
課
税
資
産
の
譲

渡
等
（
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
と
二
十
九

年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
部
分
と
に
合
理
的
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
仕
入

れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
金
額
に
、
当
該
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
に
係
る
課
税
仕

入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
（
同
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価

の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
う
ち
に

二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
の
占
め
る
割
合
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
他
の
者
か
ら
受
け
た
二

十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
と
し
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 
 （

売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
に
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
が
含

ま
れ
る
場
合
の
消
費
税
額
の
計
算
の
特
例
等
） 

第
八
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
費
税
法
第
三
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
が
、
同
項
に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
当
該
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
の
金
額
が
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
二
十
九
年
軽

減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
と
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の

譲
渡
等
に
係
る
部
分
と
に
合
理
的
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返

還
等
に
係
る
税
込
価
額
（
同
項
に
規
定
す
る
税
込
価
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
、
当
該
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
合

計
額
の
う
ち
に
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

た
金
額
を
、
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も

の
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 



２ 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
消
費
税
法
施
行
令
第

五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中
「
の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
に
係

る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
資
産
又
は
役
務
の
内
容
（
当
該
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
に
係

る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
が
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対

象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
の
内
容
及

び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
で
あ
る
旨
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
売
上
げ
」
と
あ
る
の

は
「
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
た
売
上
げ
」
と
す
る
。 

 
 
 （

貸
倒
れ
等
に
よ
り
領
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
金
額
に
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲

渡
等
に
係
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
の
消
費
税
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
九
条 

事
業
者
（
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
費
税

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
全
部
又
は
一
部
の
領
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
貸
倒
れ
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
領
収
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
が
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
二
十
九
年
軽

減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
と
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の

譲
渡
等
に
係
る
部
分
と
に
合
理
的
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
領
収
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
に
、
当
該
貸
倒
れ
等
の
対
象
と
な
っ
た
課
税
資
産
の

譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
占
め

る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡

等
に
係
る
も
の
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

事
業
者
が
、
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
費
税
法

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額

の
全
部
又
は
一
部
の
領
収
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
領
収
を
し
た
税
込
価
額
が
課
税
資
産
の
譲

渡
等
（
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
と
二
十
九

年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
部
分
と
に
合
理
的
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
領
収

を
し
た
税
込
価
額
に
、
こ
れ
ら
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
時
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
課
税
資
産
の
譲
渡

等
の
税
込
価
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
の
占
め

る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
、
領
収
を
し
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
税

込
価
額
と
し
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 
 （

国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
入
れ
る
消
費
税
法

第
六
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
収
入
に
係
る
消
費
税
法
施
行
令
第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
百
十
分
の
七
・
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
十
分
の
七
・
八
（
当

該
合
計
額
の
う
ち
他
の
者
か
ら
受
け
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
所
得
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十

九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に

係
る
支
払
対
価
の
額
又
は
飲
食
料
品
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
料
品
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
課
税
貨
物
の
引
取
価
額
に
係
る
支
出
の
た
め
に
の
み
使
用

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
特
定
収
入
に
つ
い
て
は
、
百
八
分
の
六
・
二
四
）
」

と
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
イ
中
「
百
十
分
の
七
・
八
」
と
あ
る
の
は
「
百
十
分
の

七
・
八
（
当
該
合
計
額
の
う
ち
他
の
者
か
ら
受
け
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
課

税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
又
は
飲
食
料
品
に
該
当
す
る
課
税
貨
物
の
引
取
価
額
に
係
る
支
出



の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
特
定
収
入
に
つ
い
て
は
、
百

八
分
の
六
・
二
四
）
」
と
す
る
。 

 
 
 （

資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
税
率
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 
消
費
税
法
施
行
令
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
事
業
者
が
、
二
十
九
年
適
用
日
前
に
行
っ

た
同
項
に
規
定
す
る
長
期
割
賦
販
売
等
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
二
十
九
年
適
用
日
以
後
に
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

同
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
譲
渡
延
払
収
益
額
に
係
る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
延
払

収
益
額
に
係
る
部
分
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
四

条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

消
費
税
法
施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
個
人
事
業
者
が
、
二
十
九
年
適
用
日
前
に
行
っ
た
同
項

に
規
定
す
る
延
払
条
件
付
譲
渡
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
延
払

条
件
付
譲
渡
に
係
る
賦
払
金
の
額
で
二
十
九
年
適
用
日
以
後
に
そ
の
支
払
の
期
日
が
到
来
す
る
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
賦
払
金
に
係
る
部
分
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、

改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

消
費
税
法
施
行
令
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
事
業
者
が
、
二
十
九
年
適
用
日
前
に
行
っ
た
同
項

に
規
定
す
る
リ
ー
ス
譲
渡
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
二
十
九
年
適
用
日
以
後
に
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
同
項
に
規
定

す
る
リ
ー
ス
譲
渡
収
益
額
に
係
る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
リ
ー
ス
譲
渡
収
益
額
に
係
る
部
分
の

課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

 
 
 （

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
準
ず
る
法
人
に
対
す
る
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

消
費
税
法
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
法
人
が
、
二
十

九
年
適
用
日
前
に
行
っ
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
き
、
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
を
収
納

す
べ
き
課
税
期
間
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
い
、
同
条
第
二
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
課
税
期
間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
次
項
及
び
附
則
第
十
四
条
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
が
二
十
九
年
適
用
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
資
産
の
譲
渡

等
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

消
費
税
法
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
法
人
が
、
二
十
九
年
適

用
日
前
に
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
つ
き
、
当
該
課
税
仕
入
れ
の
費
用
の
支
払
を
す
べ
き
課
税
期
間
の

末
日
が
二
十
九
年
適
用
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
仕
入
れ
に
係
る
同
法
第
三
十
条
、
第
三

十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
二
項
前
段
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 （

二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
課
税
標
準
の
計
算
等
に
関
す
る
経
過
措
置
の
適
用
対

象
と
な
ら
な
い
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
範
囲
） 

第
十
三
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
は
、

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
四
項
本
文
及
び
第
五
項
本
文
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に

第
十
四
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第

五
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
項
本
文
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条

第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る



政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項
、
第
三
項
本
文
、

第
四
項
本
文
及
び
第
五
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
と
す
る
。 

 
 

 

（
課
税
標
準
の
計
算
等
に
関
す
る
経
過
措
置
及
び
課
税
仕
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置
の
適
用
に
関

す
る
経
過
措
置
） 

第
十
四
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
営
業
日
経
過
措
置
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
、

一
又
は
複
数
の
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
課
税
資
産
の
譲

渡
等
（
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
税
込
価
額
（
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
込

価
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る

課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
を
区
分
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の

譲
渡
等
の
税
込
価
額
に
つ
い
て
の
み
十
営
業
日
経
過
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 
 

２ 

卸
売
業
（
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
業
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
売
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
一
又

は
複
数
の
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
と
当
該
対
象
事
業
以
外
の
事

  

附
則
第
四
十
一

条
第
一
項 

附
則
第
三
十
八

条
第
一
項 

課
税
資
産
の
譲
渡

等
の
税
込
価
額
の 

を
当
該
適
用
対
象

期
間
に
お
け
る 

課
税
資
産
の
譲
渡

等
の
税
込
価
額
を 

課
税
資
産
の
譲
渡

等
の 

を
当
該
適
用
対
象

期
間
に
お
け
る 

行
っ
た
課
税
資
産

の
譲
渡
等
（ 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の

税
込
価
額
の 

を
当
該
適
用
対
象
期
間
に
お
け
る
当
該
適
用
対
象
事

業
に
係
る 

適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込

価
額
を 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の 

を
当
該
適
用
対
象
期
間
に
お
け
る
当
該
適
用
対
象
事

業
に
係
る 

行
っ
た
適
用
対
象
事
業
（
消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八

号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（ 



業
を
営
む
事
業
者
が
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
に
つ
い
て
の
み
同

条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
改
正
法
附
則
第
四
十
一

条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
仕
入
割
合
に
よ
る
区
分
経
過
措
置
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
と
当
該
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
税
込
価
額
を
区
分
し
て
仕
入
割
合
に
よ
る
区
分
経
過
措
置
を
適
用
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

  
 
 
 
 

３ 

卸
売
業
又
は
小
売
業
に
係
る
一
又
は
複
数
の
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
」
と
い

う
。
）
と
当
該
対
象
事
業
以
外
の
事
業
を
営
む
事
業
者
が
、
当
該
対
象
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に

係
る
支
払
対
価
の
額
及
び
課
税
貨
物
に
係
る
税
込
引
取
価
額
（
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
課
税
貨
物
に
係
る
税
込
引
取
価
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

の
み
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
売
上
割
合
に
よ
る
区
分
経
過
措
置
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
対

象
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
及
び
課
税
貨
物
に
係
る
税
込
引
取
価
額
と
当
該

対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
及
び
課
税
貨
物
に
係
る
税
込
引

取
価
額
を
区
分
し
て
売
上
割
合
に
よ
る
区
分
経
過
措
置
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

附
則
第
四
十
一

条
第
二
項 

附
則
第
三
十
八

条
第
二
項 

、
卸
売
業
及
び
小

売
業 

お
け
る
卸
売
業
及

び
小
売
業 

行
っ
た
卸
売
業
及

び
小
売
業 

、
卸
売
業
及
び
小

売
業 

お
け
る
卸
売
業
及

び
小
売
業 

行
っ
た
卸
売
業
及

び
小
売
業 

、
当
該
適
用
対
象
事
業 

お
け
る
当
該
適
用
対
象
事
業 

行
っ
た
適
用
対
象
事
業 

、
当
該
適
用
対
象
事
業 

お
け
る
当
該
適
用
対
象
事
業 

行
っ
た
適
用
対
象
事
業
（
消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八

号
）
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
附
則
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 



 
 
 

４ 

改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行
っ
た

調
整
対
象
固
定
資
産
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
固
定
資
産
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
税
仕
入
れ
及
び
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
っ
た
調
整
対
象

固
定
資
産
に
該
当
す
る
課
税
貨
物
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

附
則
第
四
十
二

条
第
一
項 

附
則
第
三
十
九

条
第
一
項 

卸
売
業
及
び
小
売

業
に
係
る
二
十
九

年
軽
減
対
象
資
産

の
譲
渡
等 

卸
売
業
及
び
小
売

業
に
係
る
課
税
資

産
の
譲
渡
等 

お
け
る
卸
売
業
及

び
小
売
業 

当
該
課
税
貨
物 

当
該
課
税
仕
入
れ 

卸
売
業
及
び
小
売

業
に
係
る
課
税
仕

入
れ
に 

卸
売
業
及
び
小
売

業 当
該
課
税
貨
物 

当
該
課
税
仕
入
れ 

卸
売
業
（
前
条
第

二
項
に
規
定
す
る

卸
売
業
を
い
う
。

以
下
附
則
第
四
十

二
条
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び

小
売
業
（
同
項
に

規
定
す
る
小
売
業

を
い
う
。
以
下
同

条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
） 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資

産
の
譲
渡
等 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等 

お
け
る
当
該
適
用
対
象
事
業 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
貨
物 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ 

適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ
に 

当
該
適
用
対
象
事
業 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
貨
物 

当
該
適
用
対
象
事
業
に
係
る
課
税
仕
入
れ 

適
用
対
象
事
業
（
消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
附

則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項

に
規
定
す
る
対
象
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附

則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 



５ 

二
十
九
年
適
用
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
同

項
の
事
業
者
が
二
十
九
年
適
用
日
以
後
に
国
内
に
お
い
て
行
う
課
税
仕
入
れ
及
び
二
十
九
年
適
用
日

以
後
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
課
税
貨
物
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
国
内
に
お
い

て
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
及
び
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
っ
た
課
税
貨
物
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
は
、

当
該
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な
し
て
消
費
税
法
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
を
適

用
す
る
。 

  

（
課
税
標
準
の
計
算
等
に
関
す
る
経
過
措
置
及
び
課
税
仕
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置
の
適
用
関
係
） 

第
十
五
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
つ
き
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
（
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
が
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
（
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改

正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
減
売
上
割
合
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
百
分
の
五
十
）
を
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
売
等
軽
減
売
上
割

合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
に
つ
き
改
正
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
（
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
事
業
者
が
、
当
該
対
象
事
業
に
つ
き
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
法
附

則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
減
売
上
割
合
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
百
分
の
五
十
）
を
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
売
等
軽
減
売
上
割
合
と
み

な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 
 （

課
税
標
準
の
計
算
等
に
関
す
る
経
過
措
置
及
び
課
税
仕
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置
の
適
用
に
関

す
る
手
続
） 

第
十
六
条 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
規
定
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
て
、
消
費
税
法
第
四
十
三
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
同
項
に
規
定
す
る
中
間
申
告
書
又
は
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業

者
は
、
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
、
経
過
措
置
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
課
税

標
準
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
及
び
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
記
載
事
項

は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。 

 
 
 （

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
七
条 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間

に
つ
い
て
は
、
当
該
適
用
対
象
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
消
費
税
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
課
税
仕
入
れ
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。 



２ 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
中

に
受
け
入
れ
る
消
費
税
法
第
六
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
収
入
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

 
 
 
 
 

 



○
消
費
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
財
務
省
令
二
十
号
）
（
抄
） 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一
・
二 

省 
略 

三 

附
則
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

  

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
飲
食
料
品
の
提
供
の
対
象
と
な
る
入
居
者
の
範
囲
） 

第
六
条 

改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
年
齢
そ
の
他
の
要
件

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

六
十
歳
以
上
の
者 

 

二 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定

又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
六
十
歳
未
満
の
者 

 

三 

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
同
居
し
て
い
る
配
偶
者
（
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
を
除
き
、
そ
の
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
を
含
む
。
） 

  

（
経
過
措
置
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
記
載
事
項
等
） 

第
七
条 

改
正
令
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
と
す
る
。 

 

一 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
の

初
日
及
び
末
日
の
年
月
日 

 
 

ロ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
当
該
適
用
対
象
期
間
中
の
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
改
正
法
附
則

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
（
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
（
改
正
令
附
則
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定

す
る
対
象
事
業
ご
と
に
区
分
し
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額

の
計
算
に
関
す
る
明
細
） 

 
 

ハ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
四
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
当
該
適
用
対
象
期
間
中
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第

九
号
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
い
、
同
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
資
産
の

譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
及
び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
（
改
正
令
附
則

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項

に
規
定
す
る
対
象
事
業
ご
と
に
区
分
し
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
計
算

に
関
す
る
明
細
） 

 
 

ニ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
四
項
又
は
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合



に
は
、
そ
の
旨 

 
 

ホ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 
二 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
の

初
日
及
び
末
日
の
年
月
日 

 
 

ロ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
四
十
一
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
当
該
適
用
対
象
期
間
中
の
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の

合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
（
改
正
令
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
ご
と
に
区
分
し
た
二
十

九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
） 

 
 

ハ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
四
十
一
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
当
該
適
用
対
象
期
間
中
の
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
計
算

に
関
す
る
明
細
（
改
正
令
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
ご
と
に
区
分
し
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等

の
対
価
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
） 

 
 

ニ 

改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
第
四
項
又
は
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
は
、
そ
の
旨 

 
 

ホ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

三 

改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
の

初
日
及
び
末
日
の
年
月
日 

 
 

ロ 

改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
当
該

適
用
対
象
期
間
中
の
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
（
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
（
改

正
令
附
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
ご
と
に
区
分
し
た
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
の
合
計
額
の
計
算

に
関
す
る
明
細
） 

 
 

ハ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
（
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い

う
。
次
項
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
消
費
税
法
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
同
項
に
規
定
す
る
中
間
申
告
書
を
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
に
準
ず
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
で
消
費
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
類
に
準
ず
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

二
十
九
年
適
用
日
（
改
正
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
適
用
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
前
日
の
属
す
る
課
税
期
間
（
消
費
税
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を

い
い
、
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
課
税
期
間
と
み
な
さ
れ
る
期
間
を
含
む
。
以



下
同
じ
。
）
に
お
い
て
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

一
条
第
三
項
」
と
、「
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
（
第
四
項
に
規
定

す
る
課
税
期
間
の
う
ち
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
に
係
る
同
令

第
二
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該

課
税
期
間
の
う
ち
当
該
適
用
対
象
期
間
以
外
の
期
間
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
」
と
、
前
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
、「
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る

の
は
「
書
類
（
次
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
の
う
ち
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

適
用
対
象
期
間
に
係
る
同
令
第
二
十
二
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
税
期
間
の
う
ち
当
該
適
用
対
象
期
間
以
外
の
期
間
に
係

る
同
条
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。 

  

（
改
正
法
附
則
第
四
十
条
又
は
第
四
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
） 

第
八
条 

改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
は
、
新
規
則
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

新
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

二 

改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
課
税
期
間
の
初
日
の
年
月

日 

 

三 

前
号
に
規
定
す
る
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
（
消
費
税
法
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

四 

改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
届
出
書
を
提
出
す
る
旨 

 

五 

改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
著
し
く
困
難
な
事
情 

２ 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

新
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項 

 

二 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
課
税
期
間
の
初
日
の
年

月
日
（
当
該
課
税
期
間
の
初
日
の
年
月
日
と
同
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
の
初
日
の
年
月
日

と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
初
日
の
年
月
日
） 

 

三 

前
号
に
規
定
す
る
課
税
期
間
の
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高 

 

四 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定

す
る
著
し
く
困
難
な
事
情 

  

（
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 

消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
が
、

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期
間
中
に
消
費
税
法
第
三
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
売
上
げ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
費

税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら



の
規
定
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
三
十
七
条
第
一
項
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

３ 
消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る

帳
簿
へ
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
第
四
項
中
「
法
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
」
と
、「
課
税
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
対
象
期

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
小
規
模
事
業
者
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
の
時
期
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
条 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お

い
て
消
費
税
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
消
費
税
法
施
行
規
則
第

十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
に
係
る
も
の
、
」
と
あ
る
の
は
「
（
二
十
九

年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十

五
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
と
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
と
」
と
、
「
区
分
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
」
と
す
る
。 

  

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
一
条 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
消
費
税
法
施

行
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中

「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
（
当
該
資
産
の
譲
渡
等
が
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る

場
合
に
は
、
資
産
の
内
容
及
び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
で
あ
る
旨
）
」
と
、
同
号
ニ
中
「
資

産
の
譲
渡
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
た
資
産
の
譲
渡
等
の
」
と
、
同
項

第
三
号
ハ
中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
（
当
該
仕
入
れ
に
係
る
対
価
の
返
還
等
が
他
の
者
か
ら

受
け
た
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
仕
入
れ
に
係
る
対
価

の
返
還
等
の
内
容
及
び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
旨
）
」
と
、
同
項
第

五
号
ハ
中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
（
当
該
貸
倒
れ
に
係
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
が
二
十
九
年

軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
の
内
容
及
び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡

等
で
あ
る
旨
）
」
と
、
同
号
ニ
中
「
貸
倒
れ
」
と
あ
る
の
は
「
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
た
貸
倒

れ
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
二
十

九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）（
」
と
、「
）
と
」
と
あ
る
の
は
「
）
と

二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に

あ
つ
て
は
、
令
第
五
十
七
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
二
十

九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
）
と
」
と
、「
に
区
分
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
と
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し

た
」
と
す
る
。 

  

（
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
の
計
算
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
消
費
税
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
項
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に



お
い
て
」
と
、「
計
算
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
」
と
、「
に

百
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡

等
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
）
附
則
第
三
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
税
込
価
格
の
合
計
額
に
百
十
分
の
十
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

及
び
二
十
九
年
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
税
込
価
格
の
合
計
額
に
百
八
分
の
八
」
と
、「
の
端

数
を
」
と
あ
る
の
は
「
の
端
数
を
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
」
と
、「
明
示
し
た
」
と
あ
る
の

は
「
そ
れ
ぞ
れ
明
示
し
た
」
と
、
「
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
消
費
税
法
」
と
、
「
当
分
の
間
、
当

該
端
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
端
数
を
税
率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
」
と
す
る
。 

２ 

二
十
九
年
適
用
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
消
費
税
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
施
行

規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
」
と
あ
る
の
は
「
）
を
税

率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
金
額
と
」
と
、「
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
を
税

率
の
異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
金
額
（
」
と
、「
端
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
端
数
を
税
率
の

異
な
る
ご
と
に
区
分
し
て
」
と
す
る
。 

 
 



○
財
務
省
告
示
第
百
号 

 
消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
附
則
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財
務
大
臣 

麻
生 

太
郎 

 
 
 
 
 
 

消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
改

正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
の
範
囲
等
）
に
規
定
す
る
財
務

大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
若
し
く
は
運
営

す
る
者
又
は
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
者
（
以
下
「
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）

が
同
一
の
日
に
同
一
の
者
に
対
し
て
行
う
飲
食
料
品
の
提
供
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
飲
食
料
品
の
提
供
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
価
の
額
（
消
費
税
法
（
昭
和
六

十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
（
課
税
標
準
）
に
規
定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
一
食
に
つ
き
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活

療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
三
月
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
）
別
表

第
一
の
１
⑴
に
規
定
す
る
金
額
（
同
表
第
一
の
１
の
注
に
よ
り
加
算
す
る
金
額
を
除
く
。
以
下
「
基
準

額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
飲
食
料
品
の
提
供
の
対
価
の
額
の
累
計
額
が
基
準
額

に
三
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
（
以
下
「
限
度
額
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
飲
食
料
品
の
提
供
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
置
者
等
が
同
一
の
日
に
同
一
の
者
に
対
し
て
行
う
飲
食

料
品
の
提
供
の
う
ち
、
当
該
累
計
額
の
計
算
の
対
象
と
な
る
飲
食
料
品
の
提
供
（
基
準
額
を
超
え
る
も

の
を
除
く
。
以
下
「
対
象
飲
食
料
品
の
提
供
」
と
い
う
。
）
を
あ
ら
か
じ
め
書
面
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
き
は
、
当
該
対
象
飲
食
料
品
の
提
供
の
対
価
の
額
に
よ
り
当
該
累
計
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。 


